
一-1)特 定施設の設置の届出

特定施設の設置の届出は、当該工事に着手する日の30日 前までに、次に掲げる図書を提出して行うこと。
また、届出を行った工事の計画に変更が生じた場合も、変更に係る部分の工事に着手する日の30日前までに、

同様の届出を行うこと。

○特定施設設置 (変更)届 (第 1号様式)

○建築物別概要追加様式 (第 1号様式の2)
○特定施設整備項 目調書 (第 2号様式)

○付近見取図

○配置図
○各階平面図

配置図及び各階平面図は、計画が整備基準に適合していることを確認するために必要な幅、寸法、高低差、仕様

等を、図面の記載例 (P49、 50)を 参考にして記入すること。

一-2)特 定施設の工事完了の届出

特定施設の工事完了の届出は、当該工事の完了後速やかに、次に掲げる図書を提出して行うこと。

○特定施設設置工事完了届 (第 3号様式)

○設置の届出どおりに工事が行われたことが確認できる写真

写真は、整備基準に適合 していることが確認できるよう、写真撮影の例 (P51～ 54)を 参考にして撮影すること。
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図面の種類 明示すべ き事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配 置 図

建築物及び公共交通機関の施設にあっては縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内に

おける建築物の位置、用途及び規模、他の建築物又は建築物の部分との別、敷地

及び建築物等の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員並びに第 3条第 1項
第一号に規定する設備 (公共交通機関の施設にあっては、同項第五号に規定する

設備)の位置及び幅又は寸法若 しくは仕様、路外駐車場にあっては縮尺、方位、

駐車場の区域、駐車場に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

建築物及び公共交通機関の施設にあっては縮尺、方位、間取、各室の用途、主要

部分の寸法及び床の高低差並びに第 3条第 1項第一号に規定する設備 (公共交通

機関の施設にあっては、同項第五号に規定する設備)の位置及び幅又は寸法若 し

くは仕様、路外駐車場にあっては駐車することができる部分の区画割区画その他
主要部分の寸法

ミ‖‖:



適合証の交付の請求は、次に掲げる図書を提出して行うこと。

○適合証交付請求書 (第 4号様式 )

○整備基準に適合 していることを明らかにする図書

・特定施設の工事完了の届出と同時に請求を行う場合は、当該届出の写真をこれ

と兼ねることができる。
・特定施設の工事完了の届出から相当期間が経過 した後に請求を行 う場合は、特

定施設の設置の届出の副本の写 し及び建築物の現状が整備基準に適合 している

ことが確認できる写真 (特定施設の工事完了の届出の写真撮影要領に準 じたも

のとする。)とする。
・既設の公共的施設及び新たに設置 した特定施設以外の公共的施設について請求

を行う場合は、特定施設の設置の届出に必要な図書 (特定施設設置 (変 更)届
を除 く。)及び建築物の現状が整備基準に適合 していることが確認できる写真 (特

定施設の工事完了の届出の写真撮影の例に準 じたものとする。)とする。
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特定施設の設置状況を立入調査する権限を有する職員であることを示す立入調査員証の様式を定めている。
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国、県、市町村に準ずる者には、次に掲げる者が該当する。

○地方公共団体の組合

○法令の規定により、建築基準法第 18条の規定の適用について国、都道府県及び建築主事を置く市町村とみ

なされる法人

※ 国、県、市町村等が設置する特定施設については、条例第 23条第 1項の規定により同第 14条及び同第

16条の届出の規定は適用されないが、建築物である特定施設については、同第 23条第 2項の規定に基づ

き報告を求めている。報告の手続きのうち設置の報告においては特定施設設置 (変更)報告書 llll紙 1(P55))

を、完了の報告においては特定施設設置工事完了報告書 (別紙 2(P56))を用い、その他の事項は届出に準

じて行うこと。

貪已滸炒鼻彙[::塁[i:ξ 県文は1市町村とみ|な |さ れる法1人

届出等の提出部数は次に掲げるとおりである。

○特定施設の設置の届出

○特定施設の工事完了の届出

○適合証の交付請求

正本 2部、副本 1

正本 2部、副本 1

正木 1部

部

部
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奈良市、橿原市及び生駒市の区域における特定施設 (建築物に限る。)の設置の届出、工事完了の届出及び適合

証の交付に関する事務は、各市長に委任されているので、届出書等の提出先は各市役所建築指導課となる。

上記以外の区域における同施設で階数が 3以下、かつ、床面積の合計が 2,000ポ 以下のものについての同事

務は、当該施設の所在地を管轄する土木事務所の長に委任されているので、届出書等の提出先は各土木事務所とな

る。
その他の届出書等の提出先は県土木部建築課まちづくり推進係となる。

また、国、県、市町村等に求める報告の提出先についても上記区分と同 じである。

なお、建築物以外の特定施設についてはP42に記載する取扱担当課 となっている。

路外駐車場については、市町村を経由して県に提出すること。

(奈良県事務処理の特例に関する条例施行規則  (抄 ))

(条例別表第一の十五の項の規則で定める施設)

第 3条 条例別表第一の十五の項の規則で定める施設は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則 (平成 7
年 7月 奈良県規則第 12号)第 4条第一号及び第二号に掲げる施設とする。

(市町村が処理する事務の範囲)

第 4条 別表上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

別表第二 (第 4条関係)

三 条例別表第一の十五の項 11の奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第 30号 )

の施行に係る事務のうち規則に基づ く事務であって別に規則で定めるもの

奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例施行規則 (以下この項において「規則」という。)に基づく事務のう
ち、次に掲げるもの
1 規則第 5条の規定による届出の受理
2 規則第 6条の規定による届出の受理
3 規員1第 7条の規定による適合証交付請求書の受理
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十五 奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第二十号。以下この項において「条例」

という。)及び条例の施行のための規則に基づ く事務のうち、次に掲げるもの (規則で定める施設に係るも
のに限る。) .
1 条例第
2 条例第
3 条例第
4 条例第

4条の規定による届出の事務
5条の規定による指導及び助言
6条の規定による届出の受理
9条第 2項の規定による適合証の交付

5 条例第 20条第 1項の規定による報告の要求又は立入調査
6 条例第 21条第 1項の規定による勧告
7 条例第 21項第 2項の規定による勧告
8 条例第 22条第 1項の規定による公表
9 条例第 22条第 2項の規定による弁明の機会の付与
10 条例第 23条第 2項の規定による報告の要求
H lか ら 10ま でに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則

で定めるもの

奈良市 橿原市 生駒市



民間の公共的施設 (建築物)の設置者、所有者又は管理者
※1

知 事 ※2

整備基準適合努力義務

(条例13条 、17条 )

(条例14条 )

(条例16条 )

設置の届出義務

工事完了の届出義務

整備基準に適合

機能維持の努力義務

(条例19条 1項 )

(条例19条 2項 )

(条例18条 )

届出をしないで工事に

着手 したときは、届出を

するよう勧告することが

できる。(条例21条 1項 )

勧告に従わないとき

は、その旨を公表するこ

とができる。
(条例22条 1項 )
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届出と異なる工事を行

ったときは、必要な措置

を講 じることを勧告する

ことができる。
(条例21条2項 )

勧告に従わないとき

は、その旨を公表するこ

とができる。

(条例22条 1項 )



く国等 に関す る特例〉

※ 1 国、県、市町村等 が設 置す る特定施設 については、設置 の届 出及び工事完了 の届

出に関す る規定 は適用 され ませんが、 これ に替 えて報告 を求めています。設置 の報

告 は別紙 1、 完了 の報告 は別紙 2の 様式 に届 出の場 合 と同様 の添付図書 (完 了報告

におけ る写真 は、仝 景 のみ と します。)よ り、正本 1部 (返 却 を希望す る場 合 は さ

らに副本 1部 )を 相 当届 出等 の取扱担 当課 と同 じ窓 口に提 出 して くだ さい。

〈事務委任〉

※ 2 奈 良市、橿 原市及 び生駒市 の区域 におけ る施行規則第 4条 第一号及び二号 に掲 げ

る施設 につい ての設置 の届 出、工事完了の届 出及び適合証 の交付 に関す る事務 は、

各市長 に委任 され てい ます ので、届 出書等 の提 出先 は各市役所建築指導課 にな りま

す。 また、上記 以外 の区域 における同施設 で階数 が 3以 下、かつ、床面積 の合計 が

2,000ぽ 以下 の もの についての同事務 は、 当該施 設 の所在地 を管轄 す る土木事

務所 の長 に委任 され てい ます ので、届 出書等 の提 出先 は各土木事務所 にな ります。

その他 の委任 され てい ない事務 は、県土木部建築課 まちづ くり推進係 にな ります。

く設置の定義〉

※ 3 設置 とは、新 た に公共 的施設 を新築す る場合だ けで な く、既存 の公共的施設 を改

築若 しくは増築す る場 合 又 は既存 の建築物 の用途 を変 更 して公共的施設 とす る場 合

もこれ に該 当 します。

く設置 の届 出〉

※ 4 設置 の届 出は、工 事 に着手す る 日の30日 前 まで に、施 行規則第 5条 に規定 され て

い る書類 (正 本 2部 副 本 1部 )を 提 出 して行 って くだ さい。

く工事完了の届 出〉

※ 5 工事完了の届 出は、工事 の完了後速 やか に、施行規則 第 6条 に規定 され てい る書

類 (正 本 2部 副本 1部 )を 提 出 して行 って くだ さい。

く適合証 の交付 申請〉

※ 6 適合証 の交付 を希望 され る方 は、施行規則第 7条 に規定 され てい る書類 (正 本 1

部)を 提 出 して請 求 して くだ さい。

建築物に係る各種 届 出等の取扱担 当課

県土木部建 築課 まちづ くり推進係

奈 良土木事務所 建築課 建築係

郡 山土木事務所 建築課 建築係

高 田土木事務所 建築課 建築係

桜井土木事務所 建築課 建築係

大宇陀土木事務所 庶務課 建築係

吉野土木事務所 庶務課 建築係

五條土木事 務所 庶務課 建築係

奈 良市役所 都 市整備部 建築指導課

橿原市役所 都 市整備部 建築指導課

生駒市役所 都 市整備部 建築指導課

TEL  0742-27-7561

0742-23-8011

0743-52-1101

0745-52-6144

0744-42-9191

0745-83-0431

07463-2-4051

07472-3-1151

0742-34-1111

0744-22-4001

0743-74-1111

参 考 :建 築 物 以 外 の特 定 施 設に係 る取 扱 担 当課

道 路

公 園

路 外 駐 車場

県土 木部 道 路 維 持 課

県土 木部 公 園緑 地 室

県土 木部 都 市 計 画 課

TEL  0742-27-7502

0742-27-7517

0742-27-7521

0742-27-8503公 共 交 通 機 関 の施 設 県福 祉 部 福 祉 政 策 課



―-1.特定施設設置届

第 1号様式 (第 5条関係 )

その 1 建築物の場合

特  定  施  設  設  置

届 出者 住

氏

(Z蓬 コ巨 ) 月署

汗L茂 ○〇年○○月○○日

〒630‐OOOO 奈え市登大路町○○各地

軋 彫ミ襲れ鰍
及
父Υで乗

名)

電話番号 0742‐ OO_○○○○

所
　
名

ぉつ尋電廃肇あ獣聾賛愛豊| 
づ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第 30号 )第 14条の規定により、次のと

)内容を届け出ます。

建 築 物 の 所 在 地 夫
～

郡・L市○○町○○春)

物品販売業を営む店舗 暴 彗じを履モ喜1、 1

の特定施設の項目を参考にして

主 要 用 途

工 事 種 別 新築〈増築 改築・用途変更 1床面積の合計 (敷地全体 ) 3,700. 00ポ

建 築 物 の 数 届出に係 る建築物の数  2  同一敷地 内の他の建築物の数   0

共 同住宅 の戸数 又 は寄宿 舎 の室数 一戸 (室 )

工 事 着 手 予 定 日 子茂○〇年○○月○○日 1工 事 完 了 予 定 日 | 千茂○〇年○○月○○日

建
築
物
別
概
要
　
１

工  事  種  別  1新 築 (増築)改築・用途変更 階 数  1地上 (2)階 地下 (0)階

工 事 (設 置 )部 分 工事以外 (既存)部分 合 計

用途 (物 品販売業 を学 む店舗 ) 500. 00 ポ 2,000. 00 ピ 2,500. 00 ぽ

用途 (僕合店       ) ２ｍ 300. oo ぽ 300. 00 ポ

用途 (          ) ２ｍ m ポ

合  計 500. oO ポ 2,300. oO ポ 2,800. 00 ポ

設 設 計 事 務 所 名 株式会社 ○○一級え集士事務所

計 氏 名 ○ ○ ○ ○ (担当者名)○ ○ ○ ○

者 事務所の所在地 〒 630‐○○○○ 奈ぇ市○OFrOo一oo   (電 話番号)0742-○ ○―○○○○

代
　
理
　
者

事 務 所 名 株式会社 ○○一級え築士事務所

氏 名 ○ ○ ○ ○ (担 当者名)○ ○ ○ ○

事務所の所在地 〒 630‐OOOO奈 ぇ市○○町○○―○○    (電 話番号)0742-○ ○ ―○○○○

※

受

付

欄

※

処

理

欄

副本には受理 した旨を記載 して返

却 します。

注 1 特定施設整備項 目調書 (建築物 )、 付近見取図、配置図及び各階平面図を添付 して ください。

3.夢蝙色詈鑽儡 Z醸%糞ヒモ議でくだれ届出に係 る建築物が2以上ある場合



一-2.特定施設設置届 建築物別概要追加様式

第 1号様式の 2(第 5条関係 )

その 1 建築物の場合 建築物別概要追加様 敷地内に複数の建築物がある場合は、 2棟目以降の情報についてこ

の様式により記載 してください。

工 事 種 別
σ ⇒

増築・改築・用途変更 階  数 地上 (2)階  地下 (0)階

建
築
物
別
概
要
　
２

工 事 (設 置 )部 分 工事以外 (既存)部分 〈
口 計

用途 ( 付 属 IiI 車 場 ) 900 ポ O  ポ 900 ポ

用途 (          ) m ２ｍ m

用途 (          ) m ２ｍ m

合 計 900 ポ 0  ゴ 900 ポ

建
築
物
別
概
要
　
３

工 事 種 別 新築・増築 。改築・用途変更 階  数 地上 ( )階  地下 ( )ノビ

工 事 (設 置 )部 分 工事以外 (既存)部 分 合   /計
用途 (          ) ぽ ２ｍ / ポ

用途 (          ) m ２ｍ / ２ｍ

用途 (          ) ２ｍ ２ｍ / m

合  計 ２ｍ ２し
/

２ｍ

建
築
物
別
概
要

工 事 種 別 新築・増築 。改築・用途変更 階  数 血 )階 地下 ( )階

工 事 (設 置 )部 分 工事以外(ッ希)部分 〈
ロ 計

用途 (          ) m / m ２ｍ

用途 (          ) ２ｍ /  ポ ２ｍ

用途 (         ) L余白は斜線をラ|

た くださぃ。 J
合  計 カ ２ｍ ２ｍ

建
築
物
別
概
要
　
５

工 事 種 別 新築・増築 。改築・
ノメ継 変更 階  数 地上 ( )階 地下 ( )階

工事ク≠置)部 分 工事以外 (既存)部 分 人 計

用途 (          ) /  ポ m ２ｍ

用途 (          )/ m ２ｍ m

用途(   /ろ m ２ｍ ２ｍ

合計 / ２ｍ ２ｍ m

建
築
物
別
概
要
　
６
ノ／

工 事 種 / 新築・増築・改築・用途変更 階  数 地上 ( )階  地下 ( )階
/

/
工 事 (設 置 )部 分 工事以外 (既 存)部 分 人

口 計

用途(/   ) m m ２ｍ

用途/         ) ２ｍ ２ｍ m

メ 絶 三 (          ) m m ２ｍ

合  計 ２ｍ ２ｍ
，ｍ

И
仕



―-3.整備項 目調

第2号様式 (第 5条関係 )

その1

チェック項目欄では [ | ]内 の事項について選択または記載してください。適用欄ではチェック項目の適用を受けない場合に斜線

を引いて<ださい。適用を受ける場合は適否欄についてどちらか○を付けてください。適否欄が否であり、ただし書きを適用する場合

はただし書きの適用欄にその内容を記載するか、別紙を添付して<ださい。

棟毎に作成し、:届出詈に
記載の棟番号を記載して

物品販売業を営む店舗ヽ:棟毎の用途記載してください 記載要領に従つて記
載してください

OO市△△8」 ××番地

書 (建築物 )

チェック項目

(1)醤称雪抵r7最董伝量譴ゐ是聾
ら道等(困難である場合 [当 は車寄せ)に至る通

(1)の①の通路の高低差が有る場合 30m)1無 ]の措置
す使用者用特殊構造昇降機の有無を記入)

特殊構造昇降機 ]

[ ]内 には設
計上の寸法を
記載してくだ
さい

① 出入□より、道等に至る通路は、幅12m以上としているか [1.5m
適用欄に斜
線が無い場
合は必ず適
否のどちら‐

かOを付け
てくださしヽ

通路の表面は、滑りに<く かつ車いす使用者が円滑に通行できる材料で

るか

[ | ]
内の事項
は、どち
らかに○
を付けて
ください

幅は、12m以上 (段を併設する場合 [当 |
90cln以上)と しているか

[ 150卸 ]

勾配は、1/12以下 (高低差が1 0cln未満 [当 1/8以下)と しているか
[1/15]

③ 傾斜路の壁のない側の縁石(5m)の設置

傾
斜
路

１
　
建
築
物

の
出
入
□
及
び
そ
れ
に
至
る
通
路

l⑥ 夢斃鰤 調 8買害甲鰍 猛祠潔
⑥ 表面は、滑りに<<かつ車いす使用者が円滑に通行できる材料 げてい

⑦傾斜路とその他の部分との識別の措置をしている2
傾斜路 (勾配が1/20を超えるものC釧 否]に限る。

l③ 套揆3日ζZ奪急替啓豚葉紛21別しやすいものか
(共同住宅及び寄宿舎の場合等 [当 (用途等 )|(否〕を除<。 )

⑨ 車いす使用者用特殊構造昇降機を設置しているか

(1)の出入□に至る通路に線状ブロック等の敷設又は誘導用音声装置を設置しているか

°癬灌霧懃雪惹 ≡苓屏々用鵡 )(動 を除<。 )

]雇理落薩藝蒸葎葬面蒔画面葛百万が有る場否(〕 |(1)の出入□に至る通路を車路が横断する部分が有る場合はり 1無 ]

車路が横断する部分に点状ブロック等を敷設しているか

点状ブロック等は周囲の床材と識別しやすいものか

(共同住宅及び寄宿舎の場合等 [当 (用途等

昇
降
機

⑤」縄     舅7Mど殿招ぷ0細
(6)避難階における 1以上の主たる出入□の構造

1硫 誓否暑窓
幅

F、酬
鰊 面積覆 00耐以下のもの 階 16)は80m以

にあつては、衝突を防止するための措置

| (6)の主たる出入□から受付等に到達できるように、線状ブロック等の敷設又は誘導用
音声装置を設置しているか [

(7) 線状ブロック等は周囲の床材と言 謝炉
用音声装置]

(共同住宅及び寄宿舎の場合等 [当 (用途等 : 〉⊂りを除<。 )

)縫動を除く。)

④ 意F夕
の設置 [有 IC〕  (傾斜路の勾配が1/20を超える

病院、老人福祉施設等か [当 |(ジ

傾斜路の高低差75onを超えているか [当 |(9

ただし書きを適
用する場合に
は、その内容を
記載して<ださ
い
欄内に記載でき
ない場合は別紙
に記載して添付
して<ださい

基準の適用を受けない場合
は斜線を引いて<ださい

[ | ]内 の事項は、どち
らか○を付けてください

視覚障害者の誘導
は、別経路で誘導
している。

傾斜路を設け
た場合は設け
る必要がない
ので、摘要欄
に斜線を引い
て<ださい

透B月でなければ適用されませんので

適用欄に斜線を引いてください



２
　
廊
下
等
　
［∩
）
無
］

不朱

／

１

テ定かつ多数の者が利用する廊下等の構造 鯰隧楊螂胃鶴轟豪‐老人進五
① 病院、老人福祉施設等の場合 [当 |(ジ 手すりを設置

ッ三墜至型二__ /
施設等で無けれ

― lばチェックが必

②□よ■2m嘘とし
“

か日・5-予 罫咎讐響総2試
法を

③ 否

1晨
[:::績「|″

③ 表面は、滑りに<くかつ車いす使用者が円滑に通行できる材料で仕上げているか ⑬ 否

④層君言i慧[颯霧鶴鰤
網

分を廊下等の端から10m以内及び50m以
内ごとに設けているか 陪

⑤ 畏薯薦鷹暮昇売g房履編禽夏恵がの車いず浬冨冒覧磋 昇降機の有無を記入)

[傾斜路 1特殊構造昇降機]

ケまでの ]

が必要な |

‐は斜線を1

い

「ルァ
幅は、12m以上 (段を併設する場合 [当 1否]90cln以上)と しているか

[   卸 ] /

ィ
勾配は、1/12以下 (高低差が10帥未満 [当 1否]1/8以下)と しているか

[1/ ]
/

/
適 否

一誼 / 適 否
有無のチ ェック

l側 に 稼 色 Ю Cln'23支直 し tぃ o刀 ｀

をして<ださい
(店舗の場合t主たる

通路も廊下等と考えて
<ださい)i l: ‐■

1無](勾配が 1/20を 超えるもの [当 1否]に限る。)

ル設辱か[当 1否 ] / 適 否

傾
斜
路

傾斜路の高低差75clnを 超えているか [当 1否 ] / 適 否

オ
傾斜路の高低差力75帥を超えている場合 [当 1否 1

高さ75cln以 内ごとに長さ15m以上の踊場が設置されているか
/

/
適 否

力 表面は、滑りにく<かつ車いす使用者が円滑に通行できる材料で仕上げているカ/ 適

キ 傾斜路とその他の部分との識別の措置をしているか /
/ 適 否

ク

傾斜路 (勾配が1/20を 超えるもの [当 1否]に限る。)の上端及び踊場の
部分に点状ブロック等を敷設しているか
(学校、共同住宅及び寄宿舎の場合等 [当 (用途等 :    )1否 ]を除
く。)

点状フロック等は周囲の床材と識別しやすいものか

適 否

昇
降
機

ヶ 車いす使用者用特殊構造昇降機を設置しているか 適 否

３
　
階
段
　
［有
（
Ψ

不幌i定かつ多数の者が利用する階段の構造 (屋内外とも)

① 主たる階段を回り階段 (踊場部分に段をとつているものを含む。)と していないか / 否

② 手すりを設置しているか / 適 否

③ 表面は、粗面又は滑りに<い材料で仕上 どは無にOを付けるとと

=「
 蒲 田 鯛 l「 は 創 綿 本

/ 適 否

④ 踏面の端部 / 適 不
□

、かつ贄皇芥突き出さたい

「

と等 |こ よりつますきに <し 構ヽ浩 / 適 否0としているか

階段の上端及び下端並びに踊場の部分に点状フロック等を敷設しているか

⑥
Q撃属F具名荏堪最悪峯唐基あけ]%菫裏露理撃ダ )1否 ]を除<。 )

/
/

適 否



一-4.特定施設設置工事完了届

第 3号様式 (第 6条関係 )

特  定  施  設  設  置  l 事  完  了  届

子茂○〇年○○月〇〇 日

届出者 住

氏

所 〒6300000茶 ぇ市登大路・ TOO各地

名 (法 人の場合は、名称及び代表者の氏名)

∽○○○ 代表取締役  茶 良 太 郎

電話番号 0742-○○_○〇〇〇   1押 印は不要です。

奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第 30号)第 16条 の規定により、特

定施設の工事が完了 したので、次のとお り届け出ます。

特定施設 の所在地 大和郡出市○○町○○各地

特定施設の主要用途 物品販売業 を学む店舗

工 事 種 男リ 新 築 (新 設 ) 改 築 用途 変 更

建 築 物 の 数 届出に係る建築物の数  2棟    同一敷地内の他の建築物の数  0棟

特定施設設置 (変 更)

届 受 理 番 号 第○○―○○号

特定施設設置 (変 更 )

届受理年月 日 千茂○〇年○○月○○ 日

工 事 完 了 年 月 日 子茂○〇年○○月○○ 日

設
　

計

　
者

設 計 事 務 所 名 株式会社 ○○一級定集士事務所

氏 名 ○ ○ ○ ○ (担 当者名)○ ○ ○ ○

事務所の所在地 〒 6300000茶 良市OOWTOO―○○    (電 話番号)0742-○ ○

代
　
理
　
者

事 務 所 名 株式会社 ○○一級え集士事務所

氏 名 ○ ○ ○ ○ (担 当者名)○ ○ ○ ○

事務所の所在地 〒 630‐○○○○ 茶良市○OFJOO―○○   (電 話番号)0742H∞ H∞ ○○

※
受

付

欄

※

処

理

欄

副本には受理した旨を記載 して返

去0します。

注  1
2

※印のある欄は、記入 しないで ください。

届出の対象 となった部分の写真を添付 して ください。



―-5,適合証交付請求

第 4号様式 (第 7条関係 )

適 証 交 付 請 求合 書

子茂○〇年○○月○○ 日

請求者  住  所

氏  名

電話番 号

〒630‐○○○○ 茶 ぇ市登大路町○○ふ地

(法 人の場合は、名称及び代表者の氏名 )∽
;::A3ζ∫

役

奈良県住みよい福祉 のまちづ くり条例 (平 成 7年 3月 奈 良県条例第 30号 )第 19条第 1項 の規定により、
次の施設について適合証の交付を請求 します。

公共的施設の所在地
地名地番 人わ郡出市○○町○○春地

住居表示

I:IIIБモ[FtJIΞぁ宅び「ジなどで紹介する際に表記lil〕
_

公 共 的 施 設 の 名 称

公 共 的 施 設 の 用 途 主要用途 物 品販売業を営む店舗)具体的用途 軟―ハ―゚マータヽット ・駐車場 )

公 共 的 施 設 の 階 数 地上 (2)階  地下 (0)階

特定施設設置 (変更)届 受理番号 第○○一〇〇号 (届 出を行 ってい る場合 )

代

　
理
　
者

事 務 所 名 株式会社 ○○一級建築士事務所

氏 名 ○ ○ ○ ○ (担 当者名)○ ○ ○ ○

事務所の所在地 〒 6300000茶 良市○○町○○―○○   (電 話番号)0742¬∞ H∞ OO

建築基準法第 7条第 3項に基づ く検査済証交付年月 日・番号 千茂○〇年○○月〇〇 日
第HOO率済え集○○○○○号

公 表 に つ い て 承 諾 の 可 否 ⊆ 否

※
受

付

欄

※
処

理

欄

/AN表の可否についての選択は、

意です。

一榊
´

一　
特5年以内に完了届が提出されている場合は、

書は必要ありません。

注 1 公共的施設が条例第14条の規定による届芦蓋算こ蚤場81:|ま選営隧糎基言ヲ棄秀翁遷言TI出書 の副本各一式の写 しを添付 して ください c

出受 理 書 の写 し 1)添 付 して くだ さい^た だ lン 、 公 共 的 施 設 が渦 去 5年 顔内 に 6条 の 押 常 に出受理書の写 しも添付 して ください。ただ し、公共的施設が過去 5年
る工事完了届 出書の提出がなされているものである場合は、条例第 1

び当該工事完了届出書の副本各一式の写 しの添付は必要あ りません。

灰内に条例第 16条 の規定によ
4条 の規定による届出書副本及

2 公共的施設が条例第 14条の規定による届出を要 しない ものである場合は、付近見取図、配置図、
各階平面図及び特定施設整備項 目調書を添付 して ください。路外駐車場の場合は、駐車場法第 12条
の規定による届出受理書の写 しも添付 して ください。

3 注 1又 は注 2に 添付する配置図又は平面図には、適合証の標示予定位置を朱書 きして ください。
4 公表は、原則 として公共的施設の所在地、公共的施設の名称、公共的施設の用途及び公共的施設の
階数並びに当該施設 において福祉整備がされた項 目についてインターネッ ト及び刊行物等で行います。

5 ※印のある欄 は、記入 しないで ください。

届

届



2 450

|

|

―
11 コンビニエンスストア

Ｎ①

隣地境界線 20m

魔
Ｎ
　
登
味
響
雲

|

⑩

憮

_1       3500 __

一一一一一一一一一一̈〕嗣］‐‐‐‐‐‐［］一］

点状フロックと緑状
ブロックの区別を明
示してください

凡  例

□ :点 状 プロ ック

□ :線状プロック

圧三}事言蘇募殻練恵黙雰
用

※通路及び出入 日の寸法は有効 とす る

〇

日
＝

＝
＝

＝

Ｈ
＝

Ｕ

時

と

る

こ

あ

る

い

が

い

さ

段

て

だ

の

し

く

下

り

て

以

取

し

ｍ
面

示

ｃ

ヽ
明

９
工

撃

を

1以 上の車いす使用者用駐車場

の位置を明示 してください

車台数が 20台 以上の場合は

専用 と し、標示を していること

を明示 して ください )

道路の位置及び幅員
を明示してください

市 道 ○ ○ 号 線 配置図兼平面図 S=1:△ △
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点
ブ

示 珊
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＝
＝
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〇 宅

壼1-手 すリ |¬ 口

鯰
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〉(
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|

|
|

2階 平面図 S=

飩
階段には手すりの設置、
点状ブロックの敷設を
明示してくださtl

/△ △

凡 例

踵 :点状プロック

ロ:線状プロック

● :案内標示

□
:戴

蘇 糖 鋼

用

※通路及び出入 日の寸法は有効 とす る
整備基準で求めら
れている設備を明
示してください

E∨ にはかごの寸法及
び福祉仕様である旨を
明示してください

特定多数の者が利用する
gB分 とそれ以外の部分の区
日」を明示してください

くつべ ら式洗浄装置
｀  内法寸法 2∞OX2 000

かご内法寸法 1050X1350

処置室二
=

スタ,フ ルーム
すら  '     ‖        L    I

皮膚科受付

・イ%/_、 皮膚科待合室 証

傾斜路には勾配、幅、

手す りの設置の有無

立ち上が りの有無を

明示 して ください

鷺∬§[

整備基準で求め られてい

地 lA」 の通路の寸法以上であ

ことを明示 して ください

整備基準で求め られている

出入□の寸法以上であるこ

とを明示 して ください
1以上の車いす使用者用駐車場
の位置を明示してください

８
０
．ト

2 000

隣地境界線 23_lm

20.300

配置 図兼 1階 平面図 S=1/△ △



提出する写真は、次の写真撮影の例を参考にして撮影してください。

写真で表現する事項

1難耀諄8躍讐■■■||
■段差1等の1状況|■|■■■||||‐ ■|‐■■■■

1視覚障害者誘1導1用プロ,ク等の数設1抹況
1排水溝等が横1断する場合の1措置■■■■
|‐建築物|の主たる1出入El―の幅及び状況||
■その他整備基準に定め―ら―れた事項■■■|



写真で表現する事項

■回り階段としていないこと  ―.| ‐
■手す.りの設置状況|    ■|||
■点状ブロ,ク等の数設状況  |||
■表面仕上げの1状況|    |.■■||

=段鼻の状況|(滑り上めや識別の1措置)

●その他整備基準に定‐めら―れた事項■|

階段上部から視線の位置で撮影すると、実際
に階段に立った状態で、踏み面の端音βとその

他の部分の識別の措置が分かりやす<撮影で

きます。また、同時に点状ブロックや手すり
も写るように撮影 して<ださい。



写真で表現する事項

かご内の各操作盤、ロビーtQlの操作盤も

点字表示や仕様が分かるように撮影 して

<ださい。

写真で表現する事項

建築物の主たる出入口や便所、便房の出入口に

ついても同様に撮影してください。



写真で表現する事項

写真で表現する事項

:その他の項目についても、これらの例を参考に撮影してください。                 三
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別 紙 1

建築物の場合

特 定 施 設 設 置    (変 更 ) 報 告 書
年  月  日

殿
報告者 所 在 地〒

官職 氏名

電 話 番 号

奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第 30号)第 23条第 2項 の規定により、

次のとお り特定施設の設置 (変 更)内容を報告 します。

建 築 物 の所 在 地

主 要 用 途

工 事 種 別 新築・増築・改築・用途変更 1床面積の合計 (敷地全体 ) m

建 築 物 の 数 届出に係 る建築物の数 同一敷地内の他の建築物の数

共同住宅 の戸数 又 は寄宿舎 の室数 戸 (室 )

工 事 着 手 予 定 日 年  月  日 1工 事 完 了 予 定 日 1    年  月  日

建
築
物
別
概
要
　
１

工  事  種  別  1新 築 。増築 。改築 。用途変更 階 数  1地上 ( )階  地下 ( )階

工 事 (設 置 )部 分 工事以外 (既存)部分 合 計

用途 (         ) ぽ ポ ２ｍ

用途 (         ) ２ｍ ２ｍ ２ｍ

用途 (         ) m m ポ

合  計
２ｍ ２ｍ ２ｍ

設
　
計
　
者

設 計 事 務 所 名

氏 名 (担 当者名 )

事務所の所在地
一Ｔ (電 話番号 )

代
　
理
　
者

事 務 所 名

氏 名 (担 当者名 )

事務所の所在地 (電話番号 )

※

受

付

オ閲

※

処

理

オ開

注  1 特定施設整備項 目調書 (建 築物 )、 付近見取図、配置図及び各階平面図を添付 して ください。

2 ※印のある欄は、記入 しないで ください。
3 建築物別概要欄は、建築物 (棟単位)ご とに記入 して ください。報告に係 る建築物が2以上ある場合

は、2棟目以降については第 1号様式の2を使用してください。



別紙 2

牛キ 定 施 設 設 置  1_事 完 了  報 告 ~

年  月  日

殿

報告者 所 在 地〒

官職 氏名

電 話 番 号

奈良県住みよい福祉のまちづ くり条例 (平成 7年 3月 奈良県条例第 30号)第 23条第 2項の規定によ

り、特定施設の工事が完了 したので、次のとお り報告 します。

特定施設 の所在地

特定施設の主要用途

工 事 種 男ll 新 築 (新 設 ) 増 築 (増 設 ) 改 築 用 途 変更

建 築 物 の 数 報告に係 る建築物の数   棟   同一敷地内の他の建築物の数   棟

特定施設設置 (変 更 )

報告受理番号

特定施設設置 (変 更 )

報告受理年月 日

工 事 完 了 年 月 日

設
　
計
　
者

設 計 事 務 所 名

氏 名 (担 当者名 )

事務所の所在地
一Ｔ (電 話番号 )

代
　
理
　
者

事 務 所 名

氏 名 (担 当者名 )

事務所の所在地
一Ｔ (電 話番号 )

※

受
　
付
　
欄

※

処

理

1関

注  1 ※印のある欄は、記入 しないで ください。
2 報告の対象 となった特定施設の完了 (全 景)写真を添付 して ください。


